
特定処遇改善加算（Ⅰ）として１ヶ月そう単位数に1.2％をの乗じた単位数が加算されます。
介護職員等ベースアップ支援加算：1ヶ月の介護報酬総額に1.1％を乗せた金額

2625

4469

600

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：一ヶ月の総利用単位数に５．９％を乗じた単位数を月末に別途請求します。

要支援２相当 3428 176 225 600

食事代
７時間から
８時間

通所介護サービス料金表

要支援１相当

別途請求します。

デイサービスセンター城西
令和5年4月1日～

合　計

2400

4244

第１号通所事業料金表

運動器機能
向上加算なし

基本料金
／月

科学的介護推進
加算/月

40

40

1672 88

サービス提供
強化加算Ⅰ／

月

270201908

40

特定処遇改善加算（Ⅰ）として１ヶ月そう単位数に1.2％をの乗じた単位数が加算されます。

合　計

科学的介
護推進体
制加算

1672 88 225

個別機能
訓練加算
Ⅱ

運動器機能
向上加算あり

基本料金
／月

サービス
提供強化
加算Ⅰ

個別機能
訓練加算
Ⅰ2

40

入浴加算Ⅰ単位数

サービス提供
強化加算Ⅰ／

月

運動器能向
上加算／月

食事代／回

食事代／回

600

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：一ヶ月の総利用単位数に５．９％を乗じた単位数を月末に別途請求します。

特定処遇改善加算（Ⅰ）として１ヶ月そう単位数に1.2％をの乗じた単位数が加算されます。

3428

科学的介護
推進加算/
月

要支援１相当

176 600要支援２相当

655

40

合計

1462

1580

1702

1825

1949

773

896

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算：一ヶ月の所定単位数に５％を乗じた単位数を月末に

1018

1142

600要介護３

要介護４

要介護５

22

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：一ヶ月の総利用単位数に５．９％を乗じた単位数を月末に別途請求します。

85 20

要介護１

40

要介護２


